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１ 小中一貫教育校の概要 

 

「小中一貫教育」は，小中連携教育のうち，小・中学校段階の教員がめざす子ども像を共有し，９年

間を通じた教育課程を編成し，系統的な教育をめざす教育です。単に小学校と中学校を組織として一緒

にするだけでは成果を上げることはできません。義務教育９年間を連続した教育課程として捉え，児童

生徒・学校・地域の実情を踏まえた具体的な取組内容の質を高めることが大切になります。 

 

東能勢中学校区（東能勢小学校・東能勢中学校）においては，令和４年４月施設分離型小中一貫教育

校を開校し，「小規模校のよさ」と「小中一貫校の強み」を最大限生かした「新しい学校」をつくってい

きます。来春には５・６年が中学校校舎での学校生活を始め，子どもたちの発達段階に合った「新たな

学びの段階（４・３・２制）」の中期学部における教育内容等に重点を置いた取り組みを進めていきます。 

 

（１）基本方針 

①義務教育修了段階を見通して，つながりのある学びを展開します。 

②地域資源（「豊かな自然」と「豊かな人材」）を活かした特色ある教育活動を展開します。 

③ねらいを明確にした異校種・異学年，多様な人との交流を積極的に行います。 

④全教職員が責任をもってすべての子どもの指導・支援をします。 

⑤実態を把握（定性的・定量的な把握）し，目標を定め，検証・改善します。 

 

（２）新しい学びの段階（９年間の区切り）～「４・３・２制」の導入～ 

 義務教育９年間の一貫性・継続性・発展性を大切にした新しい教育システムを導入します。  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

９年間（小学校と中学校）の 

つながりをなめらかにします 

より高く！ 

より遠くへ！ 
ぐんぐん 

のびるよ！ 

１年 ２年 ３年 ４年   

前期学部 

５年 ６年 ７年 

中期学部 後期学部 

８年  ９年 

 

  

 
東能勢小学校校舎で学習します 

 
  
 

 

東能勢中学校校舎で学習します 

 

 
学級担任制
４５分授業 

教科担任制 
５０分授業 
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子どもたちの希望する進路の実現に向け，各段階での学びを 

確実に積み上げていきます。 

 

 

【前期学部】基礎・基本の充実 

前期学部は，中期学部以降の学習の素地を形成する時期であり，その後の学びに支障のないよう，き

め細かな指導により，学習習慣・生活習慣を定着させるとともに，学習における基礎的・基本的な内容

の確実な定着を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中期学部】既習事項の活用  

中期学部では，学習内容が一気に高度化していきます。また，発達 

段階上，具体的思考から抽象的思考へ移行する段階であり，理論的・

抽象的な理解が円滑に行われるよう，小・中学校の教員が協働して専

門性を生かした指導にあたり，既習内容を活用する力を育て，学力の

充実を図ります。 

 

 

 

【後期学部】発展的・応用的な学習  

 後期学部では，義務教育９年間の総まとめとして，発展的・応用的 

な学習につなげ，希望する進路実現をめざします。 
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２ 学校概要 

（１）学校名称 

 名称を「豊能町立東能勢小学校」「豊能町立東能勢中学校」，愛称を「東能勢小中学校」としま

す。 

 

（２）学校組織 

 小学校校舎と中学校校舎にそれぞれ校長・教頭を配置し，中学校校舎の校長を統括校長（統括責任

者）とします。統括校長は，学校を一体的にマネージメントし，総合調整を担います。 

 小・中学校の教職員が連携して子どもたちへ指導・支援ができるよう，合同の会議や部会を定期的

に開催します。 

 

（３）学年 

「小学１年生～６年生」「中学１年生～３年生」という呼び方が変わり，「１年生～９年生」となり

ます。そして，１～４年生を「前期学部」，５～７年生を「中期学部」，８・９年生を「後期学部」

と呼びます。 

 

（４）学校教育目標 

豊能町保幼小中一貫教育の教育理念のもと，義務教育の修了時を想定し，小中共通の学校教育目標を

定めます。 

 

 

 

 

 

 

（５）校章 

 現行の校章をそのまま引き継ぎます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 

「一人ひとりを大切にした 一人ひとりが輝ける学校」 

重点目標 

 「自ら学び，自他ともに大切にする豊かな心で，たくましく生きる子どもの育成」 
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（６）校歌 

 現行の校歌をそのまま引き継ぎます。小中合同行事の場合は，各１番を歌います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）令和４年度 児童・生徒数見込み（Ｒ３．１１現在） 

 前期学部 中期学部 後期学部  

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年  

人数 
１４ ２２ １５ ２２ １９ ２５ ２２ ３４ １７ 

１９０ 
７３ １１７ 

 

（８）教科書 

 小・中学校の学習指導要領を準用した教育課程を実施しますので，町内の小・

中学校と同じ教科書を使用します。 

 

（９）制服・体操服等 

 １～６年生は私服，７～９年生は現行の制服や体操服を着用します。 

 

（10）給食について 

 １～４年生は自校給食，５～９年生はデリバリー給食です。  
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３ 担任制・授業 

（１）学級担任・教科担任制 

 子どもたちの発達段階を踏まえ，前期学部はきめ細やかな指導をする「学級担任制」とし，中期学部

の５年生から段階的に「教科担任制」を導入します。ただし，「学級担任制」から「教科担任制」へ緩や

かに移行するために，５・６年生については毎日１時間以上，学級担任が授業を行います。 

さらに，中学校の教員が小学生に授業をしたり，小学校の教員が中学生に授業をしたりする「相互

乗り入れ授業」も行います。 

 

【小学校高学年における教科担任制・相互乗り入れ授業導入のねらい】 

○深い教材研究や教員の専門性を発揮し，子どもたちの学習意欲と学力の向上を図ります。 

（学力の向上） 

○複数の教員が子どもに関わることで，問題の早期発見につなげ，生活指導に役立てます。 

（生活指導の充実） 

○小中学校間の連携を推進し，小学校から中学校への円滑な接続を図ります。（小中連携） 

 

（２）授業づくり 

①「とよの授業スタンダード」 

 子どもたちが見通しを持って安心して授業に取り組めるように，「授業の約束」と「１時間の授業

の流れ」を揃え，学習を積み重ねます。 

 「とよの授業スタンダード」を基に９年間の学習を積み重ねることで，子どもたちに学び方を定着

させ，確かな学力を育むだけでなく，子どもたちどうしでの学び合いを通して，日々の授業の中で豊

かな人間関係を育みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小中合同授業研究会 

 子どもたちがどのような点でつまずいているのか，どのように指導すれば 

さらに力を伸ばせるのかということを小・中学校の教員が互いに学び合い， 

授業力の向上を図ります。また，発達段階に応じた配慮を実際の指導や 

子どもたちの学習を通して共通理解します。 

 

『とよの授業スタンダード』 

授業前  ・チャイム着席をする 

授 業  ・授業の始めと終わりのあいさつをする。 

①やってみよう（課題をつかむ） 

②考えてみよう（自力解決） 

③話し合おう（学び合い） 

④なるほど，わかった（まとめ・ふりかえり） 

授業後  ・次の授業の準備をする。 

お家で  ・学習した内容について復習や予習をしよう。 
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４ 学校生活のきまり・校時表 

（１）学校生活のきまり 

 小中一貫教育校に移行するにあたり，学校生活のきまりは基本的に変更せず，１～６年生はこれま

での小学校のきまり（学習・生活のルール），７～９年生は中学校のきまり（私達の約束）で生活し

ます。ただし，中学校校舎で日常生活を送る５・６年生については，一部７～９年生のきまりを適用

します。 

【５・６年生に適用される中学校のきまり】 

○遅刻した時は，職員室で入室許可証をもらう。 

○職員室は，ロッカーの外までは入室してもよい。 

○冬期におけるストーブの取り扱いは，クラスで責任をもって行う。 

○教室移動の時は，教室を施錠する。 

○放課後，長期休業，休業日（土日祝）は，教室を施錠する。 

 

（２）校時表 

 １～４年（45分授業） ５・６年（45分授業） ７～９年（50分授業） 

朝活動 8：30～ 8：45 8：30～ 8：40 8：30～ 8：40 

朝の会・ＨＲ 8：45～ 8：50 8：40～ 8：45 8：40～ 8：45 

第１校時 8：50～ 9：35 8：50～ 9：35（9：40） 8：50～ 9：40 

休憩 〔5分〕 〔15分〕 〔10分〕 

第２校時 9：40～10：25 9：50～10：35 9：50～10：40 

業間活動 10：25～10：45 10：35～10：55 〔10分〕 

第３校時 10：50～11：35 10：55～11：40 10：50～11：40 

休憩 〔5分〕 〔10分〕 〔10分〕 

第４校時 11：40～12：25 11：50～12：35（12：40） 11：50～12：40 

給食 12：25～13：05 12：35～ 12：40～ 

昼休み 13：05～13：25    ～13：25    ～13：25 

清掃 13：30～13：45 13：25～13：35 13：25～13：35 

第５校時 13：50～14：35 13：40～14：25（14：30） 13：40～14：30 

休憩 〔5分〕 〔15分〕 〔10分〕 

第６校時 14：40～15：25 14：40～15：25（15：30） 14：40～15：30 

終わりの会・ＨＲ 15：25～15：45 15：35～15：45 15：35～15：45 

部活動  （15：50～） 15：50～ 

最終下校 
16：30（3～9月） 

16：10（10～2月） 

16：30（3～9月） 

16：10（10～2月） 

17：30（3～9月） 

17：00（10～2月） 

＊小学校校舎・中学校校舎とも，８時に開門します。 

＊小学校校舎・中学校校舎とも，始業時刻は，８時３０分です。８時３０分以降の登校は，遅刻とな

ります。 

＊休憩時間は，次の授業の準備や教室移動などをする時間になります。自由に遊ぶことのできる時間

は，小学生は業間と昼休み，中学生は昼休みです。 
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５ 教育課程 

（１）東能勢小中学校の各教科・特別活動などの週時数 

学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 

各

教

科 

国語 9 9 7 7 5 5 4 4 3 

社会   2 2.6 2.9 3 3 3 4 

算数 数学 4 5 5 5 5 5 4 3 4 

理科   2.6 3 3 3 3 4 4 

生活 3 3        

音楽 2 2 1.7 1.7 1.4 1.4 1.3 1 1 

図画工作 美術 2 2 1.7 1.7 1.4 1.4 1.3 1 1 

家庭 技術・家庭     1.7 1.6 2 2 1 

体育 保健体育 3 3 3 3 2.6 2.6 3 3 3 

外国語      2 2 4 4 4 

外国語活動   1 1      

特別の教科 道徳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

総合的な学習の時間   2 2 2 2 1.4 2 2 

特別活動 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

教科補充 
10月～
1 

10月～
1     1 1 1 

週時間数 25 26 28 29 29 29 30 30 30 
 

年間総授業時数（標準） 850 910 980 1015 1015 1015 1015 1015 1015 

＊授業時数は，１～６年生は小学校の学習指導要領，７～９年生は中学校の学習指導要領に基づいて

います。 

＊豊能町独自の特色あるカリキュラムである「とよの未来科」は，生活科及び総合的な学習の時間を

中心にして各教科や特別活動の時間に取り組みます。 

 

（２）特色ある独自の教科「とよの未来科」 

 「とよの未来科」では，豊能町の自然・環境・生活・産業・歴史・伝統等の地域資源を最大限活用

した，豊能町だからこそ学べる「体験的な活動」や「探究的な学習」を行います。 

「とよの未来科」を通して，ふるさとである豊能町のよさを認識し，豊能町のことを語ることがで

き，豊能町を誇りに思い，よりよい地域・社会をつくっていこうとする子どもたちを育むことをめざ

します。 

 各学年のテーマに沿って，９年間学習します。 

 

 

 

 

 

 



9 

 

６ 学校行事（令和４年度予定）  

学部 前期 中期 後期 

学年 1年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 

４月 
入学式（1年）・始業式 

（４月８日金曜日午前） 

離任式 家庭訪問 

入学式（7年）・学部進級式（5・6年）・始業式 
（４月８日金曜日午後）  

離任式 家庭訪問 

５月 授業参観 授業参観 修学旅行（9年） 

６月  東能勢フェスタ（舞台の部） 

７月 個人懇談 終業式 個人懇談 海洋学習（5年） 終業式 

８月 始業式 始業式 

９月 校外学習  

10月 
小中合同運動会・体育祭（仮称）（10月 8日土曜日） 

授業参観 校外学習（7年） 

11月 遊びの出店 授業参観 修学旅行（6年） 

12月 
ペースランニング記録会 

個人懇談 終業式 

校内マラソン記録会 校外学習（8年） 

東能勢フェスタ（展示の部） 個人懇談 終業式 

１月 始業式 始業式 

２月 授業参観（土曜）  

３月 修了式 出発式（4年） 卒業式（6年・9年） 修了式 

その他 
学年発表 作品展  

芸術鑑賞会  

＊中学校校舎での生活が始まる５・６年生は学部進級式，７年生は入学式を行います。 

＊令和８年度開校の義務教育学校では，入学式は１年生のみ，卒業式は９年生のみとなります。 
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７ 特別活動および部活動  

（１）特別活動 

教科以外の学習として，特別活動があります。特別活動では，様々な集団で活動を行います。 

 

①児童生徒会・委員会活動 

 ５～９年生の児童・生徒が，学校における自分たちの生活の充実や改善・向上をめざすために，自

発的・自治的に活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自主活動（仮称） 

 ３・４年生の児童が，よりよい学校生活を送るために，生活に密着した身近な活動を自主的に行い

ます。 

 

③クラブ活動 

 ４～６年生の児童が，異年齢集団の交流を深め，共通の興味・関心を追求します。月１回程度の活

動を小学校校舎で行います。 

〔活動内容例〕 

○運動系：バドミントン，卓球，ボール 

○文科系：コンピュータ，ハンドメイド，アート 

 

（２）部活動（希望制） 

 部活動は，技能の向上だけでなく，学習意欲や体力を向上させ，責任感や連帯感を育てます。 

運動部の公式戦出場は，中学校体育連盟の関係で７～９年生の生徒のみとなります。 

 

〔中学校にある部活動〕 

陸上（男女），卓球（男子），バスケット（男子） 

テニス（女子），バレーボール（女子） 

文化サークル（男女） 
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８ ＰＴＡ活動・地域活動 

（１）ＰＴＡ活動 

東能勢小中学校ＰＴＡは，子どもたちの教育環境の充実と健全な成長を願って，みんなで協力し合

い，参加のしやすい組織づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）コミュニティ・スクール 

 コミュニティ・スクールとは，「学校運営協議会」を設置した学校のことです。学校・保護者・地

域住民が一体となって，「地域で育てる子どもの姿」を共有し，学校運営に地域の声を積極的に生か

しながら，特色ある学校づくりを行います。 

 東能勢中学校区においては，令和２年 10月に学校運営協議会設立準備委員会を立ち上げ，令和４年

４月の設置に向けて準備を進めてきました。 

 

【学校運営協議会の組織について】 

「学校運営協議会」は教育委員会によって学校に設置され，その委員は教育委員会が任命します。 

なお，委員は，「PTA 代表」「自治会代表」「青少年に関わる団体」「地域在住の大学生」「学校支援コ

ーディネーター」「学校支援サポーター」「校区の管理職・教職員」など，様々な立場の方で構成され

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の仕組みを導入することによるメリット◆ 

①組織的・継続的な体制の構築 ＝ 持続可能性 

校長や教職員の異動があっても，学校運営協議会によって地域との組織的な連携・協働体制がそ

のまま継続できる「持続可能な仕組み」です。 

②当事者意識・役割分担 ＝ 社会総掛かり 

学校運営協議会や熟議の場を通して，子供たちがどのような課題を 

抱えているのか，地域でどのような子供を育てていくのか，何を実 

現していくのかという「目標・ビジョンを共有」できます。 

③目標・ビジョンを共有した「協働」活動 

校長が作成する学校運営の「基本方針の承認」を通して，学校や地域，子供たちが抱える課題に対

して関係者がみな当事者意識をもち，「役割分担をもって連携・協働による取組」ができます。                              

〈出典：文部科学省より〉 

 

【令和４年度ＰＴＡ組織・会費等について】 

○ＰＴＡ組織を小中学校で統合し，本部役員のみ選出します。 

  本部役員…会長（１名），副会長（２名），書記（２名），会計（２名），理事（数名） 

○学年代表・各委員会は廃止し，専門係を設置します。 

○会費は，児童・生徒および教職員１名につき，毎月３５０円とします。 

 ただし，小中学校に兄弟姉妹が在籍する場合は，最大２人分の会費（７００円）とします。 

○組織変更に伴い，新たな規約を作成し施行します。 
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家庭・地域との連携・協働の推進 

保幼小中教職員の連携・協働 

 

豊能町保幼小中一貫教育構想図 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「豊かな自然」と「豊かな人材」を活かし「豊かな子ども」を育てる豊能町 

豊能町のめざす子ども像 

豊能町に誇りをもち、自信をもって社会を生き抜く子ども 
～地域・保護者・教職員みんなで責任をもって育てる～ 
一貫性・継続性・発展性を大切にした教育をめざす 

 

学校運営協議会 
家庭・地域・学校でビジョンの共有 

15年間の「学び」と「育ち」をつなぐ一貫した教育 

 
 

「グローカル人材」の育成 

「確かな学び」の育成  「豊かな心」の育成 

コミュニケーション能力 

社会性 

柔軟性 

自己肯定感 

自己有用感 

・他人を思いやる心、生命
や人権を尊重する心、自
然や美しいものに感動
する心、正義感や公正さ
を重んじる心、勤労観・
職業観など 

・何ができるようになる
か（資質・能力）、何を
学ぶか（教育内容の改
善・充実）、どのように
学ぶか（主体的・対話的
で深い学び）という学び
のプロセス全体 

 

・グローバルとローカルを合
わせた言葉で、どちらの視
点も持てる豊かな人材 

保幼小中一貫教育の理念 


